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福島第二原子力発電所の保安規定変更認可申請の概要

■概要

福島第二原子力発電所１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉の廃止措置計画に定めら
れている廃止措置を実施するため，福島第二原子力発電所の保安規定の関連する条
文の変更及び新規条文の追加を行う。

■これまでの経緯

2019年 7月31日 全号炉の廃止を決定

2019年 9月30日 電気事業法に基づく発電事業変更届出書を経済産業大臣に提出

2020年 5月29日 廃止措置計画認可申請書を原子力規制委員会に提出

2020年11月24日 廃止措置に伴う保安規定変更認可申請書を原子力規制委員会に提出
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廃止措置に伴う変更（１）

■変更内容のポイント

① 廃止措置段階のうち，解体工事準備期間における保安活動を定め，災害防止を図
ることを目的とする

・今回の保安規定の変更申請は，廃止措置計画における解体工事準備期間について
規定。

② 廃止措置を安全かつ計画的に実施する組織へ変更
・新たに廃止措置を実施する組織及び廃止措置主任者を追加。原子炉主任技術者，

電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者を削除。そのほか，廃止措置
移行に合わせてグループの統合や組織名称の変更を実施。

③ 廃止措置の実施に伴う運用等変更
＜廃止措置管理＞
・「原子炉の運転停止に関する恒久的な措置」，「安全貯蔵措置」，「工事の計

画及び実施」，「工事完了の報告」を追加。運転上の制限に代わり，施設運
用上の基準として「使用済燃料プールの水位・水温」のみ規定。
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廃止措置に伴う変更（２）

■変更内容のポイント（続き）

＜放射性廃棄物管理＞
・「放射性廃棄物でない廃棄物の管理」を追加。
・「事故由来放射性物質の降下物の影響を受けた設備・機器等の管理」を変更。
・「放射性液体廃棄物及び気体廃棄物の放出管理目標値」の変更。

＜保安教育＞
・原子炉施設の運転に関すること等，運転段階に要求される訓練項目を削除し，

廃止措置の概要等を追加。

＜記録及び報告＞
・運転管理に関する記録を削除し、廃止措置に関する記録を追加。
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【参考】廃止措置計画認可申請と保安規定申請範囲

• 解体工事準備期間においては，汚染状況の調査，核燃料物質による汚染の除去，管理区域外設
備の解体撤去，原子炉建屋からの核燃料物質の搬出・核燃料物質の譲渡し，放射性廃棄物の処
理処分を実施する。「解体工事準備期間」の後は，「原子炉本体周辺設備等解体撤去期間」，
「原子炉本体等解体撤去期間」，「建屋等解体撤去期間」となる。

• 今回の保安規定の変更申請は，廃止措置計画と同様の範囲として解体工事準備期間における保
安活動を定め，災害防止を図ることを目的とする。

解体工事準備期間 原子炉本体周辺設備等解体撤去期間 原子炉本体等解体撤去期間 建屋等解体撤去期間

放射性廃棄物（運転中に発生した放射性廃棄物及び廃止措置期間中に発生する放射性廃棄物）の処理処分

管理区域外設備の解体撤去

核燃料物質による汚染の除去

核燃料物質の譲渡し

原子炉建屋内核燃料物質貯蔵設備からの核燃料物質の搬出

管理区域内設備（原子炉本体以外）の解体撤去

原子炉本体の解体撤去

汚染状況の調査

建屋等の解体撤去

原子炉本体の放射能減衰（安全貯蔵）


